
 

財政局梅田市税事務所及び税務部分室衛生委員会規程 

 

 

（設置） 

第１条   大阪市職員安全衛生管理規則第 16 条第 3 項の規定に基づき、財政局梅田市税事務所及

び税務部分室（市債権回収対策室（福祉局〔兼務職員を含む〕を除く）、課税課固定資産

税グループ（土地評価担当・家屋評価担当）及び収税課（収納対策特別チーム））に、財

政局梅田市税事務所及び税務部分室衛生委員会（以下「委員会」という。)を設置する。 

 

（目的）  

第２条   委員会は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 18 条の規定に基づき、財政局梅

田市税事務所及び税務部分室（市債権回収対策室（福祉局〔兼務職員を含む〕を除く）、課

税課固定資産税グループ（土地評価担当・家屋評価担当）及び収税課（収納対策特別チ

ーム））の職員(以下「職員」という。）の健康障害の防止、快適な職場環境の形成等の事項

について調査審議し、財政局梅田市税事務所長及び税務部長に意見を述べることを目的と

する。 

 

（職務） 

第３条   委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を調査審議することを職務とする。 

（１） 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

（２） 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 

（３） 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 

（４） 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。 

 

（構成） 

第４条   委員会は、衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから、財政局梅田市税事務所長

と税務部長が協議し指名した委員１１名をもって構成する。 

  ２   財政局梅田市税事務所長及び税務部長は、前項に掲げる委員のうち委員長を除く半数に

ついては、職員の過半数が属する職員団体（地方公務員法第 52 条第１項に規定する職員団

体をいう。以下同じ。）があるときにおいてはその職員団体、職員の過半数が属する職員団

体がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦する者をもって充てるものとす

る。 

        

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の中から、財政局梅田市税事務所長と税務部長が協議し指 

名する。 

  ２   委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。 

  ３   委員長に事故があるときは、予め委員長の指名した委員がその職務を代理する。 

 

（任期） 

第６条   委員の任期は１年とする。ただし再任を妨げない。 

  ２   委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残留期

間とする。 

 

 



 

（運営） 

第７条   委員会は委員長が招集し、議長となる。 

２   委員会は、原則として月 1 回以上開催する。ただし、委員の定数の 5 分の 1 以上の者か

ら調査若しくは審議すべき事件を示して招集の請求があったときは、臨時に開かなければ

ならない。 

  ３   委員会を開くときは、委員長は委員に開催の日の 3 日前までに通知しなければならない。 

  ４   委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

  ５   委員会の議事は、出席委員の過半数により決定する。 

  ６   委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。 

 

（幹事） 

第８条   委員会の事務を処理するため委員会に幹事をおく。 

  ２   幹事は別表に掲げる者をもって充てる。 

  ３   幹事は、必要に応じて幹事会を行う。なお、幹事会の決定により、幹事でない者を幹事

会に出席させ、意見を述べさせることができる。 

 

（庶務） 

第９条   委員会の庶務は、財政局梅田市税事務所管理担当及び税務部管理課において処理する。 

 

（施行の細目） 

第１０条  この規程の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。 

 

 

附  則 

 この規程は、平成 24 年 9 月 13 日から実施する。 

 

      附  則 

 この規程は、平成 27 年 11 月 13 日から実施する。 

 

附  則 

 この規程は、令和４年 10 月 11 日から実施する。 

 

附  則 

 この規程は、令和７年４月１日から実施する。 

 

 

別表 

  財政局梅田市税事務所担当係長（管理担当） 

  職員の過半数が属する職員団体があるときにおいてはその職員団体の代表、職員の過半数が属す

る職員団体がないときにおいては職員の過半数を代表する者 

 


